
平成27年11月18日

兵　　庫　　県

(登録簿5-1)

重要な取組事項：①環境率先行動計画で数値目標を掲げている事項  

環境目的

温室効果ガス排出量を平成27年度に平成21年度比で6.8％以上削減する。

電　　気
電気使用量について、平成22年度比で15％削減
【赤穂健康福祉事務所】

照　　明
晴天時の廊下の照明及び使用していない時のトイレの照明を100％消灯
【須磨東高等学校】

パソコン
昼休み等長時間パソコン未使用時の主電源OFFの完全実施
【但馬水産事務所】

その他電気製品
昼休み、13:00～15:00の間は課内プリンタを休止
【地域振興課】

ガソリン
公用車のガソリン使用量を平成21年度から増加させない
【環境整備課】

職員行動
エレベーターの使用を控え、３アップ４ダウンの実施
【建築指導課　等】

ごみの排出量を平成27年度に平成21年度比で10％以上削減する。

廃 棄 物
廃棄物排出量を平成21年度比で8.0％以上削減
【森林動物研究センター】

分　　別
資源ゴミの分別収集の実施（用紙などの紙ゴミは、100％実施）
【姫路特別支援学校】

職員行動
持ち込んだゴミの持ち帰り及びマイ箸運動を徹底
【須磨友が丘高等学校】

・コピー用紙使用量(発注量)を平成27年度に平成21年度比で10％以上削減する。
・単位面積当たりの水使用量を平成21年度から増加させない。

コピー用紙
コピー用紙使用量（発注量）を平成26年度比で５％削減
【光都農林振興事務所　等】

印刷方法
会議資料等の90％以上を両面化
【神戸土木事務所】

印 刷 物
校内ネットワークの活用により印刷物削減の徹底
【明石高等学校　等】

職員行動
電子メール、電子掲示板から紙媒体への打出しの制限
【猪名川広域水道事務所　等】

水
水の使用量を平成21年度から５％減少
【神戸県民センター県民交流室】

　グリーン調達の
　推進

紙類、文具類を購入するに当たっては、原則として100％環境配慮型製品と
する。

その他の重要な取組事項：②環境関連法規制関係事項

　　　　　　　　　　　　③緊急事態への準備や対応が必要なもの  

　　　　　　　　　　　　④マネジメントレビューによる重要な取組事項  

全庁目標

　兵庫県では、環境率先行動の一層の徹底、及び施設における省エネ対策等の確実な実施を図るため、 ISO14001のノ
ウハウを活用しながら、行政における管理と運用の実態や､｢環境率先行動計画(ｽﾃｯﾌﾟ4)｣(以下｢率先行動計画｣とい
う｡）の取組状況に合わせた、効率性の高い、独自の｢兵庫県環境マネジメントシステム｣を構築しています。
　このシステムにおいて、環境影響を及ぼす多くの原因(環境側面)の中で、①率先行動計画で数値目標を掲げている
事項、②環境関連法規制関係事項等を｢重要な取組事項｣としています。
　また､｢環境目的｣とは、率先行動計画で数値目標を掲げる環境側面で、県が環境負荷の削減を目指して設定したもの
をいい、｢環境目標｣とは、環境目的達成のための指標で、率先行動計画で掲げる数値目標及び所属長が設定する所属
固有の数値目標を意味します。
　兵庫県環境マネジメントシステムの管理､運営は、全庁的な横断組織である｢環境適合型社会形成推進会議(会長：知
事)｣が行い、この部会である｢環境マネジメント会議｣は、県庁内の各所属からの報告に基づき､｢重要な取組事項、環
境目的･環境目標一覧｣を作成し公表していくこととしています。

平成27年度における重要な取組事項、環境目的・目標一覧

環境目標　(平成27年度)

温室効果ガス
排出量の削減

所属固有
の目標

(主なもの)

　廃棄物の削減、
　リサイクル
　の推進

所属固有
の目標

(主なもの)

省資源の推進
所属固有
の目標

(主なもの)

全庁目標

全庁目標

全庁目標


